


① 医師の「同意」が必要 

  健康保険（療養費払い）で はり・きゅう・マッ 

 サージを受けるためには、早くかかりたい時でも 

 まず医師に同意書を貰わなくてはいけません。 

  また、３ヵ月を超えて治療を受ける場合は、 

 再同意が必要となっています。 
 

② 医師の治療との併用が禁止 

  医師による治療・投薬・リハビリと同じ病名で 

 のはり・きゅう治療は、「併用治療」といって保 

 険支給対象外となってしまいます。 
 

 

保険証一枚で はり・きゅう・マッサージを受けられること。 

それは、国民にあたえられた権利です！ 

③ 保険で治療できる病名に制限がある 

  原則、認められているのは以下のみです。 
 

 <はり・きゅう> 「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候 

  群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」 

  その他、慢性的な痛みのある疾患 

 <マッサージ> 「筋麻痺」「関節拘縮」「筋委縮」 

  のあるもの 
 

 

 国民が必要に応じて、適切な医療を受ける 

 権利＝「受療権」を侵害しています！ 

 
 

 

 保険証一枚で、即 保険適用を！ 

１． 署名にご協力ください！ 
 

  私たち国民の声を国会に届けるべく、100万筆 

 を目指して署名活動をおこなっています。 

  署名は会のホームページ※からダウンロードして 

 いただけます。また、記入済み署名は会事務局 

 ※までご送付ください。  ※背表紙をご参照ください。 

 

２． この運動を広めましょう！ 
 

１）   「健康保険ではり・きゅう・マッサージを 

  受ける国民の会」 に ご入会ください。 
 

  皆さんの貴重な会費（個人：500円、団体： 

 5,000円）は、国民の声をより大きなものにするた 

 めには活動資金が必要です。資金協力のために 

 も、ぜひご入会お願いします。 

  なお、活動内容・運動の進展状況は、会報や 

 ホームページでご報告します。 
 

２） ポスターでの広報にご協力ください 

  ご自宅の壁に貼るなど、 

ご協力いただける方は、事務 

局までお問い合わせください。 

 「受療権」の他にもある ～国が保障すべき健康に関する私たちの権利～ 

～ 私たち国民の声で 

           受療権を勝ちとりましょう！～ 
 

   活 動 内 容 の ご 案 内 

 憲法第２５条は「国はすべての生活面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない」としており、また、国際人権規約でも「到達可能な最高水準の健康を享受することは、すべての人間の

基本的人権の一つ」であるとして「健康権」を提唱しています。つまり、「健康権」と「受療権」を保障することは、国の

責務なのです。 

今の制度では、何が問題なの？ 

健康保険で 

はり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 ポスター （Ａ２サイズ） → 


